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別 紙 １ 
新  旧  対  照  表 

(注)アンダ－ラインを付した部分は、改正部分である。 
 

 

改 正 後 改 正 前 

 

目次 

 

 

目次 

第１章 総則 第１章 総則 

第９条の２((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係 第９条の２((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係 

９の２－１～９の２－５ （省略） ９の２－１～９の２－５ （同左） 

(削除) ９の２－６ 公益信託の委託者の地位が異動した場合 

９の２－６ （省略） ９の２－７ （同左） 

第９条の３((受益者連続型信託の特例))関係 第９条の３((受益者連続型信託の特例))関係 

９の３－１・９の３－２ （省略） ９の３－１・９の３－２ （同左） 

９の３－３ 法第９条の３第１項本文又は法施行令第１条の12第３項の規定の適用がある場合の信

託財産責任負担債務の帰属 

９の３－３ 法第９条の３第１項本文又は法令第１条の12第３項の規定の適用がある場合の信託財

産責任負担債務の帰属 

第９条の４((受益者等が存しない信託等の特例))関係 第９条の４((受益者等が存しない信託等の特例))関係 

９の４－１ 目的信託等についての法第１章第３節の規定の不適用 ９の４－１ 目的信託についての法第１章第３節の規定の不適用 

９の４－２～９の４－４ （省略） ９の４－２～９の４－４ （同左） 

第２章 課税価格、税率及び控除 第２章 課税価格、税率及び控除 

第12条((相続税の非課税財産))関係 第12条((相続税の非課税財産))関係 

〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕 〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕 

12－１・12－２ （省略） 12－１・12－２ （同左） 

〔公益事業用財産関係〕 〔公益事業用財産関係〕 

12－３～12－５ （省略） 12－３～12－５ （同左） 

(削除) 12－６ 「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義 

12－６ （省略） 12－７ （同左） 

〔保険金関係〕 〔保険金関係〕 

12－７ （省略） 12－８ （同左） 

12－８ （省略） 12－９ （同左） 

〔退職手当金関係〕 〔退職手当金関係〕 

12－９ （省略） 12－10 （同左） 

第21条の３((贈与税の非課税財産))関係 第21条の３((贈与税の非課税財産))関係 
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改 正 後 改 正 前 

〔法人からの贈与関係〕 〔法人からの贈与関係〕 

21の３－１・21の３－２ （省略） 21の３－１・21の３－２ （同左） 

〔扶養義務者からの生活費等関係〕 〔扶養義務者からの生活費等関係〕 

21の３－３～21の３－７ （省略） 21の３－３～21の３－７ （同左） 

〔公益信託の信託財産関係〕 （新設） 

21の３－８ 公益信託の受託者が贈与により取得した財産の範囲 （新設） 

〔選挙費用等関係〕 〔選挙費用等関係〕 

21の３－９ （省略） 21の３－８ （同左） 

21の３－10 （省略） 21の３－９ （同左） 

第21条の９((相続時精算課税の選択))関係 第21条の９((相続時精算課税の選択))関係 

21の９－１～21の９－４ （省略） 21の９－１～21の９－４ （同左） 

（削除） 21の９－５ 令和２年１月１日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類 

第３章 財産の評価 第３章 財産の評価 

（省略） （同左） 

第４章 申告及び納付 第４章 申告及び納付 

（省略） （同左） 

第５章 更正及び決定 第５章 更正及び決定 

（省略） （同左） 

第６章 延納及び物納  第６章 延納及び物納  

（省略） （同左） 

第７章 雑則 第７章 雑則 

（省略） （同左） 
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改 正 後 改 正 前 

  

  

 

第１章 総則 

 

 

第１章 総則 

 

第２節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合 

 

第２節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合 

 

第９条((その他の利益の享受))関係 

 

第９条((その他の利益の享受))関係 

 

（信託が合意等により終了した場合） （信託が合意等により終了した場合） 

９－13 法第９条の３第１項に規定する受益者連続型信託（以下「受益者連続型信託」という。）以

外の信託（令第１条の６に規定する信託を除く。以下同じ。）で、当該信託に関する収益受益権（信

託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同

じ。）を有する者（以下「収益受益者」という。）と当該信託に関する元本受益権（信託に関する

権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。）を有する者（以下「元本受益者」とい

う。）とが異なるもの（以下９の３－１において「受益権が複層化された信託」という。）が、信

託法（平成18年法律第108号）第164条((委託者及び受益者の合意等による信託の終了))の規定によ

り終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有してい

た当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして

取り扱うものとする。 

９－13 法第９条の３第１項に規定する受益者連続型信託（以下「受益者連続型信託」という。）以

外の信託（令第１条の６に規定する信託を除く。以下同じ。）で、当該信託に関する収益受益権（信

託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同

じ。）を有する者（以下「収益受益者」という。）と当該信託に関する元本受益権（信託に関する

権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。）を有する者（以下「元本受益者」とい

う。）とが異なるもの（以下９の３－１において「受益権が複層化された信託」という。）が、信

託法（平成18年法律第108号。以下「信託法」という。）第164条((委託者及び受益者の合意等によ

る信託の終了))の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に

当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与に

よって取得したものとして取り扱うものとする。 

 

第３節 信託に関する特例 

 

 

第３節 信託に関する特例 

 

第９条の２((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係 

 

第９条の２((贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利))関係 

（受益者としての権利を現に有する者） （受益者としての権利を現に有する者） 

９の２－１ 法第９条の２第１項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則とし

て例えば、信託法第182条第１項第１号((残余財産の帰属))に規定する残余財産受益者は含まれる

が、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、同法第90条第１項各号((委託者

の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例))に規定する委託者死亡前の受益者

及び同法第182条第１項第２号に規定する帰属権利者（以下９の２－２において「帰属権利者」と

いう。）は含まれないことに留意する。 

９の２－１ 法第９条の２第１項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則とし

て例えば、信託法第182条第１項第１号((残余財産の帰属))に規定する残余財産受益者は含まれる

が、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第１項各号((委託

者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例))に規定する委託者死亡前の受益

者及び同法第182条第１項第２号に規定する帰属権利者（以下９の２－２において「帰属権利者」

という。）は含まれないことに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 

（特定委託者） （特定委託者） 

９の２－２ 法第９条の２第１項に規定する特定委託者（以下「特定委託者」という。）とは、原則

として次に掲げる者をいうことに留意する。 

９の２－２ 法第９条の２第１項に規定する特定委託者（以下「特定委託者」という。）とは、公益

信託ニ関スル法律（大正11年法律第62号）第１条((公益信託))に規定する公益信託（以下９の２－

６において「公益信託」という。）の委託者（その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。）

を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。 

⑴・⑵ ・・・ ⑴・⑵ ・・・ 

  

（削除） （公益信託の委託者の地位が異動した場合） 

 ９の２－６ 公益信託の委託者の地位が異動した場合には、それに伴い当該公益信託に関する権利も

異動するのであるが、相続税又は贈与税の課税上、当該公益信託のうち所得税法施行令（昭和40年

政令第96号）第217条の２第１項各号に掲げる要件を満たすものに関する権利の価額は零として取

り扱うものとする。 

（注） ９の４－２参照 

  

（生命保険信託） （生命保険信託） 

９の２－６ ・・・ ９の２－７ ・・・ 

  

第９条の３((受益者連続型信託の特例))関係 

 

第９条の３((受益者連続型信託の特例))関係 

（法第９条の３第１項本文又は法施行令第１条の12第３項の規定の適用がある場合の信託財産責任

負担債務の帰属） 

（法第９条の３第１項本文又は法令第１条の12第３項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担

債務の帰属） 

９の３－３ ・・・ ９の３－３ ・・・ 

⑴ ・・・ ⑴ ・・・ 

⑵ 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法施行令第１条の12第３項の

規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に

関する権利 

⑵ 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法令第１条の12第３項の規定

の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関す

る権利 

  

第９条の４((受益者等が存しない信託等の特例))関係 

 

第９条の４((受益者等が存しない信託等の特例))関係 

（目的信託等についての法第１章第３節の規定の不適用） （目的信託についての法第１章第３節の規定の不適用） 

９の４－１ 特定委託者の存しない信託法第258条第１項((受益者の定めのない信託の要件))に規定

する受益者の定め（受益者を定める方法の定めを含む。）のない信託及び公益信託に関する法律（令

和６年法律第30号）第２条第１項第１号((定義))に規定する公益信託（以下「公益信託」という。）

９の４－１ 信託法第258条第１項((受益者の定めのない信託の要件))に規定する受益者の定め（受

益者を定める方法の定めを含む。）のない信託で、かつ、特定委託者の存しないものについては、

相続税法第１章第３節の規定の適用がないことに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 

については、相続税法第１章第３節の規定の適用がないことに留意する。 

  

（受益者等が存しない信託の受益者等となる者） （受益者等が存しない信託の受益者等となる者） 

９の４－３ 法第９条の４第１項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第２項に規定する

「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに１人でも当該信託の

委託者（同項の次の受益者等となる者の前の受益者等を含む。）の親族（法施行令第１条の９に規

定する者をいう。以下９の５－１において同じ。）が存するときは、法第９条の４第１項又は第２

項の規定の適用があることに留意する。 

９の４－３ 法第９条の４第１項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第２項に規定する

「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに１人でも当該信託の

委託者（同項の次の受益者等となる者の前の受益者等を含む。）の親族（令第１条の９に規定する

者をいう。以下９の５－１において同じ。）が存するときは、法第９条の４第１項又は第２項の規

定の適用があることに留意する。 

  

第９条の５関係 

 

第９条の５関係 

（法第９条の５の規定の適用がある場合） （法第９条の５の規定の適用がある場合） 

９の５－１ 受益者等が存しない信託については、法第９条の４第１項又は第２項の規定の適用の有

無にかかわらず、当該信託について受益者等（同条第１項又は第２項の信託の残余財産の給付を受

けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。）が存することとなり、かつ、当該受

益者等が、当該信託の契約締結時（法施行令第１条の11各号に規定する時をいう。）における委託

者の親族であるときは、法第９条の５の規定の適用があることに留意する。 

９の５－１ 受益者等が存しない信託については、法第９条の４第１項又は第２項の規定の適用の有

無にかかわらず、当該信託について受益者等（同条第１項又は第２項の信託の残余財産の給付を受

けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。）が存することとなり、かつ、当該受

益者等が、当該信託の契約締結時（令第１条の11各号に規定する時をいう。）における委託者の親

族であるときは、法第９条の５の規定の適用があることに留意する。 

 

第２章 課税価格、税率及び控除 

 

 

第２章 課税価格、税率及び控除 

 

第１節 相続税 

 

第１節 相続税 

 

第12条((相続税の非課税財産))関係 

 

第12条((相続税の非課税財産))関係 

〔公益事業用財産関係〕 〔公益事業用財産関係〕 

 

（削除） （「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義） 

 12－６ 法第12条第２項（法第21条の３第２項の規定によりこの規定を準用する場合を含む。）に規

定する「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは、財産を取得した者

が当該財産を現実に当該公益を目的とする事業の用に供している場合以外の場合をいうのである

から、当初当該財産を公益を目的とする事業の用に供していても２年を経過した日現在において、

その用に供しなくなった場合をも含むことに留意する。 
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改 正 後 改 正 前 

（公益事業の用に供しなかった財産） （公益事業の用に供しなかった財産） 

12－６ 法第12条第２項の規定により、財産を取得した日から２年を経過した日までに当該財産を法

第12条第１項第３号に規定する公益を目的とする事業の用に供しない又は供しなくなったために、

当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価

によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その

者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。 

12－７ 法第12条第２項の規定により、財産を取得した日から２年を経過した日において、なお当該

財産を法第12条第１項第３号に規定する公益を目的とする事業の用に供していないために、当該財

産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によっ

て評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者につ

いては延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。 

  

〔保険金関係〕 〔保険金関係〕 

  

（相続を放棄した者等の取得した保険金） （相続を放棄した者等の取得した保険金） 

12－７ 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第１項第６

号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。 

12－８ 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第１項第５

号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。 

  

（保険金の非課税金額の計算） （保険金の非課税金額の計算） 

12－８ 相続人の取得した法第３条第１項第１号に掲げる保険金（法第12条第１項第５号に掲げる給

付金を受ける権利を除く。以下12－８において同じ。）の合計額の全部又は一部について措置法第

70条第１項（同条第10項において準用する場合を含む。）又は第３項の規定の適用を受ける部分が

ある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12

条第１項第６号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこ

の保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。 

 ・・・ 

12－９ 相続人の取得した法第３条第１項第１号に掲げる保険金（法第12条第１項第４号に掲げる給

付金を受ける権利を除く。以下12－９において同じ。）の合計額の全部又は一部について措置法第

70条第１項（同条第10項において準用する場合を含む。）又は第３項の規定の適用を受ける部分が

ある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12

条第１項第５号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこ

の保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。 

 ・・・ 

  

〔退職手当金関係〕 〔退職手当金関係〕 

  

（保険金についての取扱いの準用） （保険金についての取扱いの準用） 

12－９ 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算につい

ては、12－７及び12－８の取扱いに準ずるものとする。 

12－10 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算につい

ては、12－８及び12－９の取扱いに準ずるものとする。 

  

第19条の２((配偶者に対する相続税額の軽減))関係 

 

第19条の２((配偶者に対する相続税額の軽減))関係 

（訴えの取下げの日） （訴えの取下げの日） 

19の２－12 法施行令第４条の２第１項第１号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。 

19の２－12 法施行令第４条の２第１項第１号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。 
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改 正 後 改 正 前 

⑴ ・・・ ⑴ ・・・ 

⑵ 民事訴訟法第263条((訴えの取下げの擬制))、民事調停法第20条第２項((付調停))又は家事事

件手続法第276条第１項((訴えの取下げの擬制等))の規定により訴えの取下げがあったものとみ

なされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日 

⑵ 民事訴訟法第263条((訴えの取下げの擬制))、民事調停法第20条第２項((受訴裁判所の調停))

又は家事事件手続法第276条第１項((訴えの取下げの擬制等))の規定により訴えの取下げがあっ

たものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日 

⑶ ・・・ ⑶ ・・・ 

(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事

訴訟法第91条((非電磁的訴訟記録の閲覧等))若しくは同法第91条の２((電磁的訴訟記録の閲

覧等))の規定による訴訟記録の閲覧又は同法第91条の３((訴訟に関する事項の証明))の規定

による裁判所の証明により確認することができることに留意する。 

(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事

訴訟法第91条((訴訟記録の閲覧等))の規定による訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明書により

確認することができることに留意する。 

  

（訴訟完結の日） （訴訟完結の日） 

19の２－13 法施行令第４条の２第１項第１号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。 

19の２－13 法施行令第４条の２第１項第１号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。 

⑴ 民事訴訟法第267条第１項((和解等に係る電子調書の効力))に規定する和解又は請求の放棄若

しくは認諾があった場合 裁判所書記官が、その和解又は請求の放棄若しくは認諾について同項

の電子調書を作成し、これをファイルに記録した日 

⑴ 民事訴訟法第267条((和解調書等の効力))に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があっ

た場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した日 

⑵・⑶ ・・・ ⑵・⑶ ・・・ 

 

第２節 贈与税 

 

 

第２節 贈与税 

 

第21条の３((贈与税の非課税財産))関係 第21条の３((贈与税の非課税財産))関係 

  

〔公益信託の信託財産関係〕 （新設） 

  

（公益信託の受託者が贈与により取得した財産の範囲） （新設） 

21の３－８ 法第21条の３第１項第４号に掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれることに留意す

る。 

⑴ 公益信託の受託者の変更に伴い当該公益信託の受託者であった者（個人に限る。）から取得す

る当該公益信託の信託財産に属する財産 

⑵ 公益信託の終了に伴い当該公益信託の帰属権利者に給付される残余財産 

 

  

〔選挙費用等関係〕 〔選挙費用等関係〕 
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改 正 後 改 正 前 

（選挙費用等の取扱い） （選挙費用等の取扱い） 

21の３－９ 選挙費用等については、次に掲げるところによるのであるから留意する。 21の３－８ 選挙費用等については、次に掲げるところによるのであるから留意する。 

⑴ ・・・ ⑴ ・・・ 

⑵ 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）の適用を受ける政党（政党交付金の交付を受ける政

党等に対する法人格の付与に関する法律（平成６年法律第106号）第４条((法人格の取得等))の

規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の３－９において同じ。）、政治資金団体そ

の他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合 

⑵ 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）の適用を受ける政党（政党交付金の交付を受ける政

党等に対する法人格の付与に関する法律（平成６年法律第106号）第４条((法人格の取得等))の

規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の３－８において同じ。）、政治資金団体そ

の他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合 

イ・ロ ・・・ イ・ロ ・・・ 

  

（社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い） （社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い） 

21の３－10 ・・・ 21の３－９ ・・・ 

 

第３節 相続時精算課税 

 

 

第３節 相続時精算課税 

 

第21条の９((相続時精算課税の選択))関係 

 

第21条の９((相続時精算課税の選択))関係 

 

（削除） （令和２年１月１日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類） 

 21の９－５ 相続税法施行規則等の一部を改正する省令（平成31年財令第８号。以下21の９－５にお

いて「平成31年改正省令」という。）附則第２条((相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する

経過措置))及び相続税法施行規則の一部を改正する省令（平成27年財令第24号。以下21の９－５に

おいて「平成27年改正省令」という。）附則第２条第２項((申告書の添付書類に関する経過措置))

の規定により、令和２年１月１日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類

の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証

する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年１月１日以後の住所

又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。 

 １ 平成31年改正省令第１条の規定による改正前の法施行規則第11条第１項第２号に掲げる贈与

をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類 

 ２ 平成27年改正省令による改正前の法施行規則第11条第１項第１号に掲げる相続時精算課税選

択届出書の提出をする者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類（当該提出をする者

が平成27年１月１日において20歳以上である場合に限る。） 

 (注) 平成31年改正省令による改正前の法施行規則第11条第２項に掲げる住所又は居所を証する

書類についても上記と同様であることに留意する。 

  



- 9 - 

 

改 正 後 改 正 前 

第７章 雑則 

 

第７章 雑則 

 

第63条((相続人の数に算入される養子の数の否認))関係 

 

第63条((相続人の数に算入される養子の数の否認))関係 

（相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲） （相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲） 

63－１ 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第１項第６号の保険金の非課税限度額、同項

第７号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第１項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相

続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。 

63－１ 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第１項第５号の保険金の非課税限度額、同項

第６号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第１項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相

続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。 

  

 


